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地域薬剤師会長  様 

同 薬局部会長  様 

 

長野県薬剤師会 

会長 日野 寛明 

 

 

新型コロナウイルス感染症の軽症者等に係る宿泊療養及び自宅療養における 

公費負担医療の提供に係る費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について 

 

 

 平素、本会の運営に際しまして、種々ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、標記について、日本薬剤師会より別添のとおり通知がありました。 

 新型コロナウイルス感染症の無症状病原体保有者及び軽症患者（以下、「軽症者等」。）

の宿泊療養及び自宅療養に係る対応については、先般お知らせしたところです。 

今般、軽症者等が宿泊療養中又は自宅療養中に医療機関を受診（往診、訪問診療等に

よる受診を含む。）した新型コロナウイルス感染症に係る医療のうち、保険給付後の自

己負担に相当する金額については、本年5月診療分から審査及び支払い事務を支払基金

及び国民健康保険団体連合会に委託することが可能とされました。本請求に関する法別

番号は「28」とすること、保険医療機関等の所在地に応じて該当する公費負担者番号（8

桁）を記載すること等が示されております。 

つきましては、取り急ぎお知らせいたしますので、貴会(部会)会員にご周知ください

ますよう、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

長野県薬剤師会 
担当：保険医療課 中島・大塚・桐山 
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